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岡本均
注1、注2

岡本均
注1,
これが最初の文章とともに送られてきた
前会長・高尾執行部に関する報告書（案）
です。この下に掲載してある
高尾執行部に関する報告書（最終版）
と読み比べるとその差分に山内参与らの高尾前会長を論理で批判できない足掻きが見えて面白いでしょう。
要するに「重箱の隅を突いても、論理の飛躍があっても」いいから高尾前会長を二度とJARL理事選挙に出られないようにしろと書かれたものであることは論理の一貫性のなさからも推し量ることができます。

岡本均
注2、
この文章を読んでその答えとして高尾前会長は代理人とともに山内氏らの答えを書きそれをよんでまた攻め方を変えてますから前会長・高尾執行部に関する報告書（最終版）というのはいわゆる「後出しジャンケン」で書かれていることに留意願います。
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一般社団法人 日本アマチュア無線連盟

会長 」A5SUD 森 田耕司 様
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曾:[1]漁 T堡⑮;

■本ア々チュア

社員有志 (別紙

. ■  .          前会長 :高尾執イ
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拝啓 時下ますま
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一般社団
囀

,日
本ア々チュア無線連盟

年8月 に、JШしより、2∝ 6型:ぬ 2あ 年産
'ヽ

ら2022

年 (令和 ′

‐けま した。

.ま
す。)が

」GlKTC高尾義則 氏 (以下 「高尾氏」 と言い

:査 したところ、数々の不適切と思われる支日

貫務執行には大きな問題があつたと考えてお

ず   ・ |
そこで、私ども社員有志は、私どもの考えを、本報告書Z

II   I I III                                             I I IIIIII      ‐  |

が発見 されま した。

氏 に

そこで、私ども社員有志は、私どもの考えを、本報告書をもつてJARLに報告する次第    |
| ・

・
  です。その内容は、第66回理事会が嵩芝農を基負ふら解職した際に挙げられた3つの理  ・

‐

由、すなわち、    |   ・
| ・・

① 多数の私的飲食費等、高尾会長による私的な費用の支出があつたこと、

OI理事会に1諮 る事無 く独断で組織運営を進めた.こ ど●
‐  ■  ■・

||   
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‐‐
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さて、

の開示 を受



‐
|||||||||11‐

‐‐|'‐

饉
篠

Ⅲ 本報告書が、■RLの運営の正常化のために役 、謹んでご報

作成。森 田会長に提出。
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計帳簿 (仕訳帳、総勘定元帳及び領収書類)の開示を1求める訴訟を提起|した。2023年 3月 30日 、

東京地方裁判所は、」pRLに対し、上記7年分の会計帳簿・領収書全て (ただし最後の2週間分は除

く)を開示するよう命ずる判決を言い渡したが、当時の会景|である高尾氏は、理事会に諮ること     ‐
_なく独断で東京高等裁判所に控訴し、会計帳警の開

‐

鑑 届をJARLlこ提出し、翌25日 の  ■|‐
‐‐・

‐

■  2023年6月 24日 、高尾氏は、突如会長及び理事
'

儀霊眉1甜鬼芳[雷閣麒烹禽笙E‰‐鸞 、燃鷺潔豪M_ヽξ
尾氏の会長解職決議の成立、理事辞任については、同日午後に開催された第12回定時社員総会に

報
裏基賀籍農餞‐、同日夕ふ[開橿:れた第

“展陽
事
拿呉驚建衆皐覇ξtt」f:葦募ち込葛饉衆眈ゞ等裁判所べの控訴を取り下げ、2023年 7月 26日 及て

.‐ ょ2●く開季|‐4た。

■|   ■                   -3- ■||  ■

③ ‐JARLが 抱えぅ様々な課題に対して真倹1に取り組まなかつたこと

④●その他 |

に分けて記述いたしました。
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2017(平成29)年度から2022(令和2)年度まで7年分の帳簿を精査したところ(多数

●
●
■
●
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．2017(平成29)年度から2022(令和2)年度まで7年分の帳簿を精査したところ(多数

の飲食費が発見された。その詳細は、別紙2の とおりである。.■‖

それほ ど高 くないが

委員会の名称が明

当化で きるカ

に照 らし

氏 )、

な い

員からの会

や相手方を開

計上|さ

当時の専務である玉

多い。 1件の単価は

膨大な

らは」ARLの業務 と関連があつたものか判一
一一一一一一一一
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日の社員総会によ1専務理事が玉員氏から日野岳充氏に交へした後は、玉員氏に

1 1乞 |■旬や
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‐‐ |||‐
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くないが、数が多いの

単に「打合せ

相手方は判明 していない。)。

ユRLの収入の大半が会■
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(3)2010(平成31=令和元)年度

‐
2018年度とおおむね同様である。

~■
71「

4,215,804円         ・

「打合せ 会長他」が多数計上されている。

JI.・

11■
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‐

||‐

|‐.‐‐‐||||‐
‐・ 福岡県行橋市 (当 時の福岡県支部長の地元)のパブ、水戸の焼鳥屋、本L幌のビヤ

ホールでの飲食も発見された。

(4)2020(令和2)年度  384,793円

‐飲食費の計上は、額・件数ともに激

|ら たtこれは、2020年 5月 31日 付けで、

=:IⅢ

・ ■
11‐
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Jは見られなくな

に対し、2019年度
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の会計帳簿を社員有志に
TTす

るより,が
こう.咤

由に、高尾氏が会食そのもあを離 ためと
こ

.■ |■‐     II
|●    このように、2017年度から』 19年度の3年間:会長であつた高尾氏、専務理事であった

‐王員氏が関係する多数の不明朗な飲食費が、JARLの経費で文出されていたことは極めて   ―.

不適切である。「広報活動費」として計上されているものが多いが、多くはJARL関係者の

飲み食いと思われ、新会員や広告主の獲得など営業開発を目的にした形跡はうかがわれ

ない。ナイ トパブやラウンジの利用料は、相手や目的がどうであれ、会員からの会費収

入で成 り立っているユRLの 資産から支出すべきものでない。
|
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しの業務上の会合に関連するものと
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年型 さらに減少は 。
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G)れ22 Jttri4ド眸康謙 o13,彙3円 `話器■

にり」ARLの活動が活発イヒ.し、飲食費―の |
|||      ||||‐   ‐||||||||

曽加しているが、ほとんどが」ARLの業

務上の会合1中蓮するも
iあ
と思われる。
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不適切な飲食費の正確な金額は、精査が必要であるが、年250万～350万円といえよう

か。合計で1000万 円を超えるものと思われる。会長を務めた高1尾氏●専務理事を務めた

玉員氏及び日野岳氏ら当事者、これらの支出を見逃した監事の佐藤眸氏の責任は重い。

なお、関係団体との協議や委員会等のJARL業務に関する会合の後に、時に懇親の場を

一一一一一一一一一一
一一一・・・

設けることの意義を一律に否定するわけではない。しかし、
■言

「の開学者のみに冬す
し

ているように見える。幹部が■RLの経費で飲食を行う慣例自体を見直すべきである。

1111■
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2■跡者と印り勘とュ軋へ鑢求 ■・ ■|

ているように見える。幹部が■RLの経費で飲食を行う慣例自体を見直すべきである。
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2■跡者と印り勘とュ軋へ鑢求 ■・ ■|
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、ふが11‐ネ

ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ            1 11

会食費用全額をJARLに請求
:

JI'

10をF9

ま論鱚 121067円 (本体1訂 229円/消費税1,138円 )

会食費用全額 をJARLに請求 し基件 としてく少なくとも以下のJ牛
.ド

あることが判
,レて

い

1717TFill111i冒1肺
曇壇を含め複数の理事の

所言
糸

7.2‐
詳
智:前

紬の

とおりである。|■      ‐

(2)2olつ年9月 1,コ

③■T力市ロ苫レ籠費淵,fⅢWΨ
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..1111''

=11          1■
1
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119年

9調 怖口'盪 今鮮ヤラ
iキ慾鰹幕殊 みまつ 29,160円 (本体27,0001‐

|111:‐

(4) 2ot9+11n 12,870円 (本体11,700円 /消費税1,170円 )

4枚の領収書 (本体58,162円 /消費税41652円 )と なる。高尾氏高尾」

は、割り勘金相当額を出席者董 RヽLか ら二重取りしたことになる。

高尾氏の会長から

本件は、知23年 5月 即日に占亀された第∞口澤事会1庫上●森由会長 (当 時は副会動

ざ
一

・一一一一二
ゴ
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ユRLの領収書綴りの中から、2019年 5月 24日 (金)21時ころ、大森のディスカウントス

トアで、お茶、ジュース等の飲み物類を「箱買い」した際の領収書が発見された。この

ディスカウントストアは高尾氏の自宅近くにあり、また、翌々日の5月 26日 (日 )に、高

尾氏が主催するクラブ「アウト ドア」による「移動運用セミナーJが堂平山で開催さ

れている。つまり、.高尾氏が、自分の主催するクラプのセミ
||||||||‐

舞つた飲み物代を、JARLにつけ回していたことになる。

|ヽ|■・

参加者に無料で振る

し、祉棲を合わせようとした。しかし、」AR14颯中|ク ラブ

を負担した例は他に存在しなし
、1高

尾氏‐は警時会員層

たのだから、「会員
埠
韓組9111委旱‐Fの後援Jなるものは自作

|

. _ .‐ ■|                 :
出であつたことに変わりはない。||=           |||■  ‐ ■ ‐ .

■                         .11.11  11.    :・
                   tl

4  弁護

艦 絣 饒 士』ダ ↓Iし略鈴本ゥ 護二
・

|111:||

月額 5万円であ る。加 ノ1、 当時」APtLが五 えをふた

かやや安め金額であり、特段|の問題はない。

額20万 円の報酬が支払われている:こ れら の額は、

. 650,000円

鈴木弁護士への顧問料と、

詳細は別紙4の

(TAlQIW)に 対する顧問料は

TSS社
‐との裁判に関し、別途月

弁護士顧問料としては標準的   ■‐

一一一一́
一一一．●一̈一一一一一一一一． 一．．

一一一一・・

呻．の年は、一一

２

　

こ

２

|||||   |||     ||||

若千の相談費用であった。
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を請求した彗集を認めた

」を得ていたと答弁

を後援し、 物代
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にすぎず、不当な支

ぽ

‖
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(3)2019年度    600,000円
‐ 2018年度と同様である。2019年 6月 の社員総

高尾会長解任議案が提出されたが、鈴木弁護
=

=1111■

.‐ ■
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■■■
社員有志による初めての

への支払は特に増加していなぃ。

・一一一一́
一一一．

■■|‐

ltlら″
=・

となつたころから、

回定時社員

で、同事

護 士 は約

であった。

前年の2倍 l_k'上 という多額|の弁護士費用が支出されている。

所オーセンスヘ

事務所オーセンスに毎月10 高対の妻払が始ま
の顧間料の支払も71LI続 されている。

画定時社員総会に関連して、法律事務

が支払われている。   ■|・
・

■
‐‐‐

‐‐
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‐
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‐‐‐

‐‐
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所オーセ ン

|・‐i静
■ 6)'021

支出されている。        ・   |

1請求があったところ、高尾氏はこれ

― 只 ′ |′●

^円
‐ ■ 0｀ ｀ ●ン 0

簿の開示請求があったところ、高尾氏はこれ

起用して抵抗したが、やはり、裁判所はJARLを拒絶ぃ■年事務所
4古

センスを起用して抵
1‐|●〕 |,は

り、
講型所はユ軋

に対し会計帳簿の開示が今じた。この訴訟対応のために、1法律事務所オーセンス

に対 し50万 円を超える1弁護士報酎‖が支払われている。 この年 も会計帳簿の開示がに対し50万 円を超える1弁護士報酎‖が支払われている。この年も会計帳簿の開示が

命じられることは容易に予想されたところであり、高尾氏が弁護士を起用してま命 じられることは容易に予想 されたところであり、高尾氏が弁護士を起用 してま

で抵抗する必要性があつたのか疑間である。

た第10回定時社員総会に関連 して、また、6月 に開

|||||||・  ||:|||

■ ■・
  |●

:

■|      =|■

|.||:|11'‐

■|■■‐が加わった結果、

1,875,984円
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(o)2027年度  1 5,398,800円
・    ・

              ヨ額している11‐  ・  ‐. ・この年は、さらに弁護士費用が増
‐||‐

 ||||||        
‐||||                        |     ‐|||

会計帳簿の開示請求に関するものとして、法律事務所オーセンスに対し、前年

|   の3倍、約160万円の報酬が支払われている。これも、高尾氏が弁護士を起用して

まで抵抗する必要性があったのか疑間である。             |
― ● ,´ 口日 ′ロ エ ム ●=‐ ― ‐  Etべ ´、 ,_ロ ヨ 書` 、 ―   ユ● /― -3● =―   。― ヽ ′ち ,´ |ハ

^―
mlヽ

`

||||

6月 に開催.さ れた定時社員総会に関連して、法律事
帝濡ォーセンス

1160万円ネ― ―― ――― ― ―
 i「「

・  |‐  i
上の弁護士報酬が支払われている。       ■

蒔

2020年以降、高尾氏の会長としての職務執4

て法律事務所オーセンスを起用し、同事務所 !

これは、不適切な文出を疑われふ 茫青晏ニ

‐ムい TAplの経寿 ,■てサ出ネスrン バ早 i

:l｀
革
II:「言:::::|て

適切

l』
:2‐

「
Flll‐
・

:等駐車場代 (駐輸場代)を」ARLに請求   ■

J!|||           ‐ |‐

高尾氏薦瑾ゝ最響りまL鍮 褻ま:ある。しかし、各駅停車しか停車●  ■

:漠識 P京
急蒲田駅まで 自転車で行 き い 1 lh、 ま

籍辣鯰吻眸]コ得ζ鰤琴」][R3葉に1
車する前提で、駐輪嚇 1用料金措額2,000円 と、3ヶ 月定期1募42,7ぎ0円 をJARLに請求して

いた。合計で年額195,000円でLる。     ・  ‐   ・■

|●1■

そもそも、会長は非常勤であり、通勤定期券あ購入を認めるべきであつたのかが問わ

れる。また、6ヶ 月定期と比較して割高であ
―
る3ヶ 月定期を利用していたことは、通勤手

当に厳しい一般の民間企業であれば認められないことであろう。

なお、自宅から自転車を使うのであれば、京急蒲田駅とはぼ距離の変わらないJR蒲田

駅 (約 11 7km、 8分)ま で行けば、蒲田駅から大塚駅まで工のみで行けたことになり、京

||||||    ||  ‐|||||‐                                    ‐
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浜急行 とJRを乗 り継 ぐ場合 より定期代は安 くなったはずであるが、高尾氏にそのような

気配 りはなかつたようである。

6  日野岳氏の退職金

日野岳氏は、2020年 1月 10日 に555万円の 「退職金Jを受 け取 ?ているが、 この金額の

算定根拠が不明である。

れた 日野岳氏が、2

年数に対する:

退職時の

73,500

職員i

300万円も

いるが、この金額の

一時金は、退職時のIP‐職二時金支給規定Jは、

と退職事由別支給率 (日 て計算す ると規

4日 に定年退職 となっ で、5年8ヶ 月

れたものであることが判

用 さ

所糸帯  ‐

ことであるか ら、退職一

;し
た

:.早野岳,
の額は、本来は、

定

::li

ll  ●+|■

■ ■ '
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ならないはずである。

)Jと 記載されており、高尾氏は、「事務   ‐

ぃともかかわらず、日野岳氏のために、
=も

かかわらず、日野岳氏のために、

を行つた ことになる。
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2019年 6月 の社員総会に、高尾氏の解任議案が提出

理事会べの理事の提案を高尾氏が無視したり、勝手

が、その主な理 由は、

を打ち切った りといっ

告のみで済ませようとした:・1方劇峰止た 輸i艦壇I

2019年 6月 の社員総会直前の第45回理

フェア2020はオリンピックの影響

た結果、会場

< tt = rr i?fi-c

高尾

社員有志は、

|||||,

よび 日野岳氏は、「ハム

ので中止する劇ごと、報

事会 )。 には、フジオ番組が収録される水戸荷高尾

ている (なお、水戸は東京から日■
:

であったのか疑間である。)。

|「11・

対応のために、」ARL』ゝ法律事務所オニ毛ジ女に発 1め 弁護士費用が支払われて

||||.|:|||:.:‐

いることは前述のとおりである。つまり、不適切な支出の疑いをかけられていた

高尾氏が、ユRLの費用負担で自己防衛を図った構図である。

第 3 JARiが 抱える様々な課題に対して真貪1に取り組まなからたこと

:ど う対応するか理事会に掛けず、閲覧を

|、 」ARLはすべての裁判で敗訴した。この

‖1暉2年に」ARLに対 し会計帳簿の閲覧iを求める仮処

-11-
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第 2 理事会に諮る事無く独断で組織運営を進めたこと

ラジオ番組
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JARし の重要問題 と

■l① 総務省に要望書を継続的に提出する決議案 (大矢理事)

② 外国のアマチュア無線に関する法制

=―

を調査する決議案 (同 )

③ 」ARL入会・退会者の状況を調査する決議案 (同 )

④ 」ARLが検討している電子QSLシステムの仕様案

議案 (同 )

⑦ 理事会の運営を適正化する決議案 |

③ 予算案に詳しい理由を

有する個人情報を一部の候補

．二畔・わ．．耐一一一一一一編

る
　
り

　
で

・ス

す
　
オ
■

の
■
テ

雑
．．̈．棘．
お
　
）

:パラリンピックのPR局・記ξ局のコールサインは長す

、■ (田1彎
)|=

の自粛を呼びかける決議案 (田 中理事)

理事)

しかし、高 な議案をすべて否決に持ち込んだ。否決した

理由は不明
曇

2023年 6月 に会長が悪Ъ 氏に交代 して以降のJARLは、これ らの重要問題に真剣

2

3  2020年 の電波法令改正で、アマチュア無線を社会貢献活動で活用す ることができ

||   ||                   -12-    ||

|す に提4共することを

に取り組むようにな|た。このことからも、高尾氏の存在が、」ARLがかかえる間

題の解決を遅らせていたことは明らかである。

例年の社員総会で、多くの社員から建設的な提案がなされてきたが、高尾氏・日 ‐

野岳氏は「検討する」とのとおりいつぺんの答弁のみで、これらの提案をほとん

どすべて拒絶し、実行に移さなかった。

‖

‖‐|

(日 中 ||‐

|lil:|・

   .||
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年以上も醤れてようやく公表された。)。

2020年の電波法令改正で、無線従事者資格を有し

る「体験局」の制度が導入され、その

■ って、これをアマチュア無線振興のツー′

れ、これをJARr_p

コロナ禍による

くる力ヽド

lFも 無線通信蕉体験でき

)tll度は拡充した。JARLに と

るようになつたが、違法局・不法局を容認することになるのではないかとの懸念

がアヤチェア無線家から沸き起こった。高尾氏はこ前年の総務省に対する要望書
―
  の提出者として、この懸念を総務省に伝えられる立場にあったが、何も行動を起

|  こさなかった。他方で、総務省から要望されていた「社会貢献活動ガイ ドラインJ

I       の作成を行わず、法の施行に間に合わせることができなかつた (法の施行から半|
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活用できる絶好のチャ

に消極的

したが、高尾氏は特に対策 した。以前は、カ

■:IF""
月にもヽRLニ ュースの取材と称して島根のビュ■|●

特に何 も た
●
さ

つ
　
移

か
　
に
一

|||||.1‐

‐|||:||||..‐
.

行 っ

・・一一一̈
一一一．．・

●
一
一

―を訪れ、 であった (こ の「表彰Jは理事会の承認を・
11:

社ヽ長に対し、渡したことは内緒にして欲しいと口止め

を行つた。)。 逆に、 ドの枚数を減 らすために、 コンテス ト時の不要なカー ド

んだ。なお、高尾氏の会長退任後、不要な力|■ ドの発行自粛を呼びかけるJARL理
|■ ||||

事会からの呼びかけが公表olれてv)る。

2022年 1月 、3名 の

～

員 (JJl昭L本林良太、JH4PHV坂井志郎、7KlBIB 山内貴博)

が、JARLが今すぐ取り組むべき緊急の課題として「第 1 カー ド転送の安定化J

II    ■‐     | ■■|        ||

「第2 法制度・バンドプラン改善対応J、 「第 3 財政健全化」の3点 を指摘し、
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ンスであつたが、高尾氏は

なお、高尾氏の会長退任後、

FT8の普及などにより、

対策がなされなかった結

新入会員 は1年 目

得ていない。

高尾氏はこれを否決に持ち込

5
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■「会長に全面的にご協力申し上げる準備J力 あ`るのでヽ面談をお願いしたいとの

文書を提出した。これは、前年の社員総会で、社員から高尾氏に対し
'も

つと対

話をJと の声があつたことをうけてのことであつた。しかし、高尾氏は、とおり

いっぺんの回答をしたのみで面談を拒否し、これらの問題について真貪1に取り組

まなかつた。

7  2022年6月―の社員総会で、高尾氏が右腕とし、「Mr 押鼎Jな ど|ど持ち上げ了ぃた

日野岳専務理事が否認された。しかし、後任の専務理事を立てることができなか

一一一
一一一

一一
一一．
・．

第4高

その後、これ ら

と

の飲食 )。 こオι

っヽた。な カ

|||||||

会が取 り組むはずであった に、真剣に取り組ま

∫

月 12日 付けで 「打ち合わせ 会長
11'.                                       ■|

が記録されている (横浜市金沢区の居酒屋で

里事を務めていた伏見美幸氏との飲食である

1     会

．，■
■一

．
¨

，一」一一̈
一

●
■
一●

(出席
一
て一―

つ ではない。)。 同飲食の席上●高尾氏は伏兄氏に文
|(lllll|(lllll

に対 し、

「伏見氏を翌年5月 の理性会で理事候補者に推薦するのでヽ2月 の選挙には出ない

で欲 しいJと 依頼 しだ:伏見氏は、この約束 と依頼を受 けて、翌年2月 の理事候

補者選挙には出馬しなかったと|こ ろ、5月 の理事会で高尾氏は伏見氏を推薦せず、

伏見氏は翌期の理事に就任することができなくなった。高尾氏は、伏見氏をだま

し討ちして、選挙

^―

の出馬を妨害したことになる。      |

2020年の電波法令改正について、高尾氏は、総務省に自ら「直接J提出した要望

1書で実現したとアピールしていたが、その要望書はヽ 大矢理事の案を無断で使用

-14-
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「法務委員会」

「財務改善委員会J

高尾氏は、 |し か
.し



したものであった。

3  2020年の選挙に関し、4件の異議が申し立てられた。このうち3件は、東北の社

員に当選したJR7〕W槻木澤稔氏 (現 青森県文部長)と 、中国地方理事・地方本

1  部長に当選したJE4WWK金子由次氏の選挙ハガキが、最新のJARL会員局名録に掲載

していない住所に届いたというものであった。高尾氏は、この2名 の候補者を支|

■11

||||||

持し、選挙ィヽガキにも推薦文を書いていた。高尾氏

者が、JARLが保有する最新の会員個人情報を選挙峰劃¬ ‐した肇|ヽ
があて

‐
Ⅲ■1警挙は独立した選挙管理会によ

■はヽ選挙管理会の事務を一部請け負つ 務局に届く立候補届は、

氏 は、20

高尾‐氏が推薦する候補■

の意に沿燿 挙公報に
lF直

すよテ同候
↑言甲

総会 ):、 著直氏患、全国語‰員:::真め[li通の委
尾氏の業務執行の改善を求めていた4名

氏、泄村氏、3エ リアの日中氏、安孫子氏)の理事就

であったので、高尾氏・仙石氏の介入により社員の

報の原稿を勝手に

2020

任状

は理事とし
|||||:      itl111

総意がね
:‐ltげЪri〈請

曲
鶴

この結果、高尾氏に批判的な著
1理評

ζ

「親農五え漁l身糠よ』児止彙Elる諸高喜L譲馨.されず、相変わどず濃薯され
たままであつた。またよちエリア及び3エ リアに対する情報提供が滞り、地方本部

の運営に支障が生じだ。

2020年 1月 、高尾氏は」駅L New,91'材 と||`総務省関東総合通信局・三浦電波監  ■

[う/1:饂.I&ξξ糀
｀
趾韮胆在ち驚糀ilttLI

●(‐事実を認め謝罪した。この行動は、lle賄にもなりかわない行動であつた。

‐t021年|ユ930H前川氏の逝去により北陸地方本音1貫|‐理事が空蒲
‐
1■つた。その
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」ARL事務局

この4名
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1‐  17.■
任期は16ヶ 月以上も残つており、本来であれば再選挙を行うはずであった (規則

. 第28条第1項)力 S、 高尾氏は、自分に反対する理事が増えることを恐れたのか、

1  再選挙を行わなかつた (第 54回理事会)。

8  2022年の選挙では、高尾氏は、締切り前に立候補届を閲覧ことにより、全国理事

(定員5名 )と して4名 しか立候補者がおらず、定員割れが生じていることを知

名 の理

の解任議案が提出された

自ら:

10 」 メデ

頻出させた。

は、2■‐,|ア 行事が実施されていたにヽ lψ わヽらず、■尾氏が参加
‐11111‐

‐‐
 ,,.:‐.   :.

した1エ リアの行事の ュRL Webに掲載 させたし

■|     ||

11 2021年 5月 、ヤフーオー クシ ヨン に出|■.4た
IC-9100の EME仕様改造機 (肛～

144MHz帯 の出力を100Vに、40Mll'青 の出力を75Wに改造 したもの)に、高尾氏が

メーカーに修理を体頼 した修理明細書の写真が添付 されていた (下記。一部墨塗

||●■。)。 高尾|い品 をすることは知られていない■
=メ

ち、2022年 の社員総

会において、ある社員が、高尾氏はEMEのための免許変更申請を行ったのかと質

・・・̈一̈
一一一一一一一一一一一一
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|[り「警看[素量ζilE量:][量詈
1本当に田中氏夢解荏したぃの|あれば、

2023年 の定時社員総会に、日中透理事 。

審議ρ結果、17名 の社員が提案を取り下

に、高尾氏が関与した案件のみを

卜連盟が実施 した 「JOTA JOTI PlazaJ
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●
●
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F・5し.たが、高尾氏は、事実が確認できないなどと述ヽて明確な回答を行わなかっ

た。その後、質問をした社員が所属支部の役員をしていることを知つた高尾氏は、

当該支部の支部長に対し、質問をした社員を役員がら解任するよう圧力を掛けた。
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(別紙 1)

社員有志一覧

社員  山 内 貴 博

社員  板 橋|‐ 直 樹                  ‐

社員  増 田   浩

社員  本 林 良 太社員  本 林  良 太

1    社員  安  田 晃 央

ネ1昌  坂  十  ま  IR社員  坂 井 志 郎

社員  岩 田 素 典

:L員  後 藤    直

社員  田 原   廣

‐                  社員  井 村   厚             ‐

社員  日 中 ― 吉日 中 ― 吉

武 市 章 和

大 東 治 宜  |‐

|

黙

島 俊 昭

城 llll 和社員  古 城 llll 和

社員  河 ホ」   博

社員  中 嶋 邦 浩

社員  石 岡 |■  一

社員  大 国 秀 夫

‐            社員  船 水   明社員  船 水   明

以上 22″
|

別紙2


